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社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることに

よって、全ての社員がその能力を十分発揮できるようにするため、次のように行動計画を

策定する。 

 

１１１１    計画期間計画期間計画期間計画期間    

平成２１年７月１日から平成２６年６月３０日 

 

２２２２    目標目標目標目標とととと行動行動行動行動    

(１)目標１とその行動 

労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項に 

ついての周知 

 

■目標１に対する行動 

平成２１年７月より制度の周知を行う。出産時休暇の制度周知を図り、対象者へ

の個別相談を実施する。該当対象者には個別に連絡し待遇や今後のスケジュール

等個人のニーズに沿ってカウンセリングを行う。 

   

(２)目標２とその行動 

労働者が子供の看護のための休暇を取得できる制度の導入 

 

■目標２に対する行動 

平成２１年７月より新たに看護休暇制度を導入し就業規則の変更を行い、社内で

の制度の周知を図る。 

 

(３)目標３とその行動 

育児介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険法に 

基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業などの諸制度の周知 

 



■目標３に対する行動 

平成２１年７月より育児・介護休業規程を定め諸制度の社内周知を図り、対象者

への個別相談を実施する。 

 

(４)目標４とその行動 

年次有給休暇の取得促進のための処置の実施 

 

■目標４に対する行動 

年次有給休暇の取得日数を一人当たり平均１０日以上とする。 

平成２１年７月より現況の取得状況を調査し取得計画を検討し取得促進を図り周

知する。 
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